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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第38号

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理規則（平成５年鹿児島県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「観光交流局，危機管理局」を「危機管理局，国体・全国障害者スポーツ大

会局」に，「観光交流局長」，「危機管理局長」を「危機管理局長」，「国体・全国障害者ス

ポーツ大会局長」に改める。

第22条第１項中「，農業開発総合センター果樹部北分場」を削り，同項の表中

「
農業開発総合センター フラワーセンター所長

を
農業開発総合センター果樹部北分場 農業開発総合センター果樹部長

」

「
農業開発総合センター フラワーセンター所長 に改める。

」

別表第１の17の項第１号中「職員安全衛生管理規程（昭和56年鹿児島県訓令第４号）第４章」

を「条例第11条」に改め，「療養休暇」の次に「及び介護時間」を加え，「遅刻，早退，欠勤

若しくは部分休業の取消し」を「介護休暇の取消し，介護時間の取消し，部分休業の取消し若

しくは欠勤」に，「９②③」を「12の４②，12の５②」に，「15②」を「17②」に改め，同号

備考の欄中「介護休暇」の次に「の承認」を加え，同項第６号イ備考の欄中「及び観光交流局」

を削り，同項第11号中「部分休業一部取消報告書」の次に「，介護休暇一部取消報告書若しく

は介護時間一部取消報告書」を加え，「22①ⅢⅣⅤⅥ」を「22①ⅡⅢⅣⅤ」に改める。

別表第２の１の表各課共通の項第１号，第８号，第12号及び第16号の備考の欄中「総務部長，

観光交流局にあっては商工労働部長」を「，総務部長」に改める。

別表第６政策調整課の表及び広報課の表を削る。

別表第６人事課（行政管理室を含む。）の表13の項事務の種類の欄中「営利企業への従事等

の制限に関する規則（昭和26年鹿児島県人事委員会規則第８号）」を「鹿児島県職員の勤務時

間，休暇等に関する規則（平成７年鹿児島県規則第14号）」に改め，同項第７号中「育休等」

という。）」の次に「若しくは介護時間」を加え，「19①③」を「19①③〔５②〕，規則18，

21①」に改め，同項第８号及び第９号中「の育休等」の次に「若しくは介護時間」を加え，

「19①③」を「19①③〔５②〕，規則18，21①」に改める。

別表第６生活・文化課（消費者行政推進室を含む。）の表中16の項を17の項とし，15の項を

16の項とし，14の項を15の項とし，13の項の次に次の１項を加える。

14 消費者 事業者に対 ○
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安 全 法 する報告の徴

（平成21 収，立入調査

年法律第 の実施及び物

50号）の 品の集取並び

施行に関 にその結果の

する事務 消費者庁長官

この項 への報告（法

中消費者 45①，政令10

安全法を ①⑤）

「法」，

消費者安

全法施行

令（平成

21年政令

第220号）

を「政令」

という。

別表第６共生・協働推進課（長寿・生きがい推進室を含む。）の表１の項第９号中「仮認定

特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改め，同項第14号中「仮認定」を

「特例認定」に改める。

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表８の項第３号中「49②」を

「50③，54の６②」に改め，同項第４号及び第５号を次のように改める。

 社会福祉法人の定 ○

款変更の認可（法45

の36②）

 社会福祉法人等か ○

らの届出等の処理

（法45の36④，46③，

46の６④⑤，47の５，

59，62①，63①，64，

67①，68）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表８の項中第18号を第20号と

し，第10号から第17号までを２号ずつ繰り下げ，同項第９号中「56④」を「56⑧」に改め，同

号を同項第11号とし，同項第８号中「56③」を「56⑦」に改め，同号を同項第10号とし，同項

第７号中「対する」の次に「改善勧告に係る」を加え，「56②」を「56⑥」に改め，同号を同

項第９号とし，同項第６号を同項第７号とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人に対 ○

する改善勧告及び勧

告に従わなかった場

合の公表（法56④⑤）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表８の項第５号の次に次の１

号を加える。

 社会福祉法人の社 ○

会福祉充実計画の承

認，変更承認，軽微

な変更の届出の処理

及び終了承認（法55

の２①，55の３①②，

55の４）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表９の項に次の１号を加える。
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 市町村に対する保 ○ ○ 地域振 課長は，

育の実施に関する技 興局長 本庁が実

術的助言等の実施 支庁 施するも

（地方自治法245の 長 のに限る。

４）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表13の項第12号中

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 課長は，

興局長 本庁が実
に改め，同項第20号を次のように改める。

支庁 施するも

長 のに限る。
」

 認定こども園の設 ○ ○ 地域振 課長は，

置者からの報告の処 興局長 本庁が実

理（法30①） 支庁 施するも

長 のに限る。

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表13の項第21号を同項第22号

とし，同項第20号の次に次の１号を加える。

 認定こども園の設 ○

置者に対する報告の

徴収（法30②）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表17の項第１号，第２号及び

第６号中

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 課長は，

興局長 本庁が実
に改める。

支庁 施するも

長 のに限る。
」

別表第６企画課の表に次の１項を加える。

４ 知事の  特命事項 ○

特に命じ に関する基

た事項に 本方針の決

関する事 定

務  特命事項 ○

に関する各

部間の総合

調整

 特命事項 ○

に関する関

係機関，団
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体等との連

絡調整

 特命事項 ○

に関する必

要な調査の

実施及び資

料の収集

別表第６世界文化遺産課の表を削る。

別表第６離島振興課の表中３の項を４の項とし，２の項の次に次の１項を加える。

３ 有人国  地域社会 ○

境離島地 の維持に関

域の保全 する計画の

及び特定 決定（変更

有人国境 を含む。）

離島地域 並びに公表

に係る地 及び内閣総

域社会の 理大臣への

維持に関 提出（法10

する特別 ①⑥⑩）

措 置 法  地域社会 ○

（平成28 の維持に関

年法律第 する計画の

33号。以 決定（変更

下この項 を含む。）

中「法」 に係る関係

という。） 市町村への

の施行に 意 見 聴 取

関する事 （法10③⑩）

務

別表第６統計課の表の次に次の５表を加える。

かごしまＰＲ課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 県外等  ＰＲ基本 ○

への広報 戦略の策定

活動に関  ＰＲ活動 ○

する事務 年間実施計

画の策定

 ＰＲ活動 ○

に関する事

業の実施

２ 県産品  県産品宣 ○

の販売対 伝販売促進

策に関す 活動指針の
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る事務 策定

 県産品宣 ○

伝販売促進

活動指針に

基づく事業

の実施

 県産品に ○

係る情報発

信に関する

事業の実施

 鹿児島の ○

夕べの実施

３ 地場産  国内見本 ○

業及び特 市及び物産

産品の振 展等の開催

興に関す の決定

る事務  物産あっ ○

せん機関と

の連絡調整

 国内市場 ○

開拓に関す

る事業の実

施

４ 伝統的  伝統的工 ○

工芸品産 芸品の指定

業の振興 申出書等の

に関する 経由（法２

法律（昭 ③，４①，

和49年法 ５②，７①，

律第57号） ８②，９①，

の施行に 10②，11①，

関する事 12②，13①，

務 14②）

この項  認定振興 ○

中伝統的 計画の実施

工芸品産 が終了した

業の振興 後にされる

に関する 振興計画の

法 律 を 認定等（法

「法」， ４①，５①

伝統的工 ③，政令５

芸品産業 ①）

の振興に  製造協同 ○

関する法 組合等の振

律施行令 興計画の認

（昭和49 定等に係る

年政令第 意見の具申

177号） （法４②，

を「政令」 ７②，９②，

という。 11②，13②）



- 6 -

鹿 児 島 県 公 報 平成29年３月31日（金）第3301号の13

 製造協同 ○

組合等の振

興計画の変

更の認定等

に係る意見

の具申（法

５④，８④，

10④，12④，

14④）

５ 貿易の  貿易振興 ○

振興に関 事業計画の

する事務 決定

 輸出入促 ○

進に関する

事業の実施

 海外市場 ○

開拓に関す

る事業の実

施

 商談会に ○

関する事業

の実施

 鹿児島県 ○

貿易協会の

指導

６ 知事ト トップセー ○

ップセー ルスの実施

ルスに関

する事務

７ 摩大  摩大使 ○

使に関す の任命

る事務  摩大使 ○

ミーティン

グの実施

広報課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 広報に  広報活動 ○

関する事 の年次計画

務 の決定

 広報媒体 ○

に関する基

本方針の決

定
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 広報企画 ○

会議の招集

 広報媒体 ○

利用計画の

決定及び通

知

 印刷広報 ○

媒体の企画，

編集及び印

刷

 電子広報 ○

媒体の企画

及び運営

 テレビ・ ○

ラジオ放送

の企画及び

制作

 広報連絡 ○

調整会議の

招集

 月間・週 ○

間行事業務

予定表の作

成及び配布

 庁内広報 ○

及び庁内放

送

２ 広聴に  広聴に関 ○

関する事 する基本方

務 針の決定

 「知事と ○

語ろう車座

対話」の開

催

 県政モニ ○

ターに関す

る事務

 陳情書等 ○

の処理

 県民相談 ○

の処理

観光課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長
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１ 国際観  登録ホテ ○

光ホテル ル又は登録

整 備 法 旅館の施設

（昭和24 の改善等の

年法律第 指示及び観

279号。 光庁長官へ

以下この の通知（法

項中「法」 12②③，法

という。） 18②）

の施行に  登録ホテ ○

関する事 ル又は登録

務 旅館の施設

の管理方法

の改善等の

指示及び観

光庁長官へ

の通知（法

13②③，18

②）

 登録ホテ ○

ル業又は登

録旅館業を

営む者から

の報告の徴

収（法44①）

 登録ホテ ○

ル又は登録

旅館への立

入検査の実

施（法44③）

２ 旅行業  旅行業者 ○

法（昭和 等の登録及

27年法律 びその拒否

第239号） 並びにそれ

の施行に らに係る意

関する事 見 の 聴 取

務 （法３，５，

この項 ６，23）

中旅行業  旅行業者 ○

法 を の登録の更

「法」， 新（法６の

旅行業者 ３ ① ②

営業保証 〔６〕）

金 規 則  変更登録 ○

（平成８ 等の届出の

年法務省 処理（法６

・運輸省 の４）

令第１号）  旅行業者 ○

を「省令」 からの営業

という。 保証金の供
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託をした旨

の届出等の

処理（法７

②，18②，

22の15④）

 旅行業者 ○

に対する営

業保証金の

供託をした

旨の届出を

すべき旨の

催告（法７

④）

 営業保証 ○

金の供託を

した旨の届

出を提出し

ない旅行業

者の登録の

取消し（法

７⑤）

 営業保証 ○

金追加供託

の届出の処

理（法８③

〔７②〕）

 旅行業約 ○

款の制定又

は変更の認

可（法12の

２①）

 旅行業者 ○

等の事業の

廃止等の届

出 の 処 理

（法15①②

③）

 営業保証 ○

金について

の権利の承

継の届出の

処理（法16

①）

 旅行業者 ○

等に対する

業務改善命

令（法18の

３）

 旅行業者 ○

等の業務の
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停止及び登

録の取消し

（法19）

 有効期間 ○

満了等に伴

う登録の抹

消等（法20

①②）

 旅行業者 ○

登録簿の閲

覧 の 承 認

（法21）

 旅行業者 ○

等に対する

業務改善命

令等に係る

聴聞の開催

（法23の２）

 旅行業者 ○

等の団体の

届出の処理

（法25）

 旅行業者 ○

等からの報

告の徴収及

び立入検査

の実施（法

26①②）

 営業保証 ○

金取戻しに

係る還付請

求に関する

証明書の交

付（省令９

⑦）

３ 通訳案  通訳案内 ○

内 士 法 士の登録並

（昭和24 びにその拒

年法律第 否及びそれ

210号） に関する意

の施行に 見聴取（法

関する事 20，21）

務  通訳案内 ○

この項 士登録証の

中通訳案 交付，訂正

内士法を 及び再交付

「法」， （法22，23

通訳案内 ②，24）

士法施行  通訳案内 ○

規則（昭 士の登録の
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和24年運 抹消及び通

輸省令第 知（法25①，

27号）を 26，省令22

「省令」 ①）

という。  通訳案内 ○

士登録簿の

閲覧の承認

（法27）

 通訳案内 ○

士の知識及

び能力の維

持向上に関

す る 措 置

（法32②）

 通訳案内 ○

士の懲戒及

びそれに関

す る 聴 聞

（法33）

 通訳案内 ○

士からの報

告 の 徴 収

（法34）

 登録証の ○

住所地の変

更を行った

旨の旧住所

地を管轄す

る都道府県

知事への通

知（省令19

③）

 登録証の ○

回収（省令

22②）

 登録簿の ○

登録の訂正

等（省令23）

４ 観光立  基本方針 ○

県かごし の策定及び

ま県民条 変更並びに

例（平成 それらに係

21年鹿児 る公表（条

島県条例 例８①⑤⑥）

第９号。  観光立県 ○

以下この の実現に関

項中「条 する施策の

例」とい 実施状況及

う。）の びその成果

施行に関 の取りまと
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する事務 め並びに県

議会への報

告並びに公

表（条例９）

５ 観光部  観光関係 ○

門の事業 事業計画の

計画及び 決定

観光展等  観光展の ○

に関する 開催及び事

事務 業内容の決

定

 博覧会の ○

参加及び事

業内容の決

定

 観光展の ○

実施

 博覧会参 ○

加に関する

事務の実施

 観光関係 ○

事業の実施

６ 外国人  外客来訪 ○

観光旅客 促進計画の

の旅行の 策定及び変

容易化等 更（法４①

の促進に ⑥）

よる国際  外客来訪 ○

観光の振 促進計画の

興に関す 策定及び変

る 法 律 更に係る関

（平成９ 係市町村及

年法律第 び観光庁長

91号）の 官との協議

施行に関 （法４②④

する事務 ⑥）

この項  外客来訪 ○

中外国人 促進計画の

観光旅客 公表（法４

の旅行の ⑤）

容易化等  地域限定 ○

の促進に 通訳案内士

よる国際 試験の実施

観光の振 その他外客

興に関す 来訪促進地

る法律を 域への外国

「法」， 人観光旅客

外国人観 の来訪の促

光旅客の 進に関する

旅行の容 事業の実施
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易化等の （法４①，

促進によ 14②）

る国際観  地域限定 ○

光の振興 通訳案内士

に関する 試験に係る

法律施行 指定試験機

令（平成 関 の 指 定

18年政令 （法16①）

第84号）  指定試験 ○

を「政令」 機関の役員

という。 の選任及び

解任の認可

等（法17）

 指定試験 ○

機関の事業

計画等の認

可（法18）

 指定試験 ○

機関に対す

る命令，報

告の徴収及

び立入検査

の実施（法

19，20）

 試験事務 ○

の休廃止に

係 る 許 可

（政令４）

 指定試験 ○

機関の指定

の取消し等

（政令５）

 知事によ ○

る試験事務

の実施（政

令７）

国際交流課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

旅 券 法  一般旅券 ○ 地域振

（昭和26年 発給申請の 興局長

法律第267 処理（法３ （鹿児

号。以下こ ①③） 島地域

の項中「法」 振興局
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という。） 長を除

の施行に関 く。）

する事務 支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

 一般旅券 ○ かごし

発給申請の ま県民

経由（法３ 交流セ

①） ンター

副館長

 一般旅券 ○ 地域振

の交付（法 興局長

８①③，９ （鹿児

③，12③） 島地域

振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

 一般旅券 ○ 地域振

の渡航先追 興局長

加申請の処 （鹿児

理（法９① 島地域

③〔３③〕） 振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

 一般旅券 ○ かごし

の渡航先追 ま県民

加申請の経 交流セ

由（法９①） ンター

副館長

 一般旅券 ○ 地域振

の査証欄増 興局長

補申請の処 （鹿児
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理（法12①） 島地域

振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

 一般旅券 ○ 地域振

の紛失，又 興局長

は焼失の届 （鹿児

出 の 処 理 島地域

（法17①③） 振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

 旅券事務 ○ かごし

に関する諸 ま県民

証明 交流セ

ンター

副館長

世界文化遺産課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

世界文化  世界文化 ○

遺産の管理 遺産の管理

保全，普及 保全，普及

啓発及び情 啓発及び情

報発信に関 報発信に関

する事務 する基本方

針の決定

 世界文化 ○

遺産の管理

保全，普及

啓発及び情



- 16 -

鹿 児 島 県 公 報 平成29年３月31日（金）第3301号の13

報発信に関

する重要な

行政上の措

置の決定

 世界文化 ○

遺産の管理

保全，普及

啓発及び情

報発信に関

する各部間

の総合調整

 世界文化 ○

遺産の管理

保全，普及

啓発及び情

報発信に関

する行政上

の措置の決

定

 世界文化 ○

遺産の管理

保全，普及

啓発及び情

報発信に関

する関係機

関，団体等

との連絡調

整

 世界文化 ○

遺産の管理

保全，普及

啓発及び情

報発信に関

する事業の

実施

別表第６環境林務課の表10の項第１号中「除く。）」の次に「並びに軽微な変更に係る届出

の処理」を加え，「10①③」を「10①③④」に改め，同項第２号事項の欄を次のように改める。

 信託事業を行う森

林組合に係る許可，

命令等（法12〔信託

法11①④，19②④，

46②，57②，58④，

62④，63①③，64

①，66④，70，73，

131④，134②，135

①，141②，142①，

150①，165①，170

①④〕）

別表第６環境林務課の表10の項第３号中「（その変更又は廃止を含む。）の承認」を「の承

認（変更又は廃止の承認を含む。）」に改め，「取消し」の次に「並びに軽微な変更に係る届
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出の処理」を加え，「19①③」を「19①③④」に改め，同項第４号中「（その変更又は廃止を

含む。）の承認」を「の承認（変更又は廃止の承認を含む。）」に改め，「取消し」の次に

「並びに軽微な変更に係る届出の処理」を加え，「24①③」を「24①③④」に改め，同項中第

23号を第26号とし，第14号から第22号までを３号ずつ繰り下げ，第13号を第14号とし，同号の

次に次の２号を加える。

 生産森林組合から ○

の清算結了の届出の

処理（法99の10）

 生産森林組合の株 ○

式会社等への組織変

更の認可又は不認可

及びその通知並びに

認可に係る報告書の

徴収及び証明（法

100の８，100の16，

100の22〔78②，79，

80①②⑤〕)

別表第６環境林務課の表10の項第12号中「認可」の次に「又は不認可及びその通知」を加え，

「それに係る報告」を「認可に係る報告書」に，「80②⑤」を「80①②⑤」に改め，同号を同

項第13号とし，同項第11号を同項第12号とし，同項第10号中「設立認可」を「設立又は解散決

議の認可又は不認可及びその通知並びに認可」に改め，「認可に関する」を削り，「80②⑤」

を「80①②⑤，83③」に改め，同号を同項第11号とし，同項第９号中「83②③④」を「83②③」

に改め，同号を同項第10号とし，同号第８号中「78②」の次に「，83③」を加え，同号を同項

第９号とし，同項第７号中「並びにそれに係る報告」を「又は不認可及びその通知，認可に係

る報告書」に改め，「証明」の次に「並びに軽微な変更に係る届出の処理」を加え，「61②

〔78②，80②⑤〕」を「61②③〔78②，79，80①②⑤〕，61④」に改め，同号を同項第８号と

し，同項第６号中「仮理事」を「一時理事の職務を行うべき者」に，「53，100②〔民法56〕」

を「53①③，98の６」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号の次に次の１号を加える。

 森林経営規程の承 ○

認（変更又は廃止の

承認を含む。）及び

その取消し並びに軽

微な変更に係る届出

の処理（法26の３①

③④，113③）

別表第６廃棄物・リサイクル対策課の表７の項第３号中「９」の次に「，15」を加え，同項

第４号中「14」を「11，15」に改め，同項第５号中「16①」を「12①，15」に改め，同項に次

の５号を加える。

 高濃度ポリ塩化ビ ○

フェニル廃棄物の処

分等措置の代執行

（法13①）

 高濃度ポリ塩化ビ ○

フェニル廃棄物の処

分等措置の代執行に

要した費用の徴収

（法13②）

 高濃度ポリ塩化ビ ○

フェニル使用製品の

廃棄の見込みの公表
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（法19〔９〕）

 保管事業者等から ○

の報告の徴収（法24）

 保管事業者等への ○

立入検査の実施（法

25①）

別表第６自然保護課の表中「自然保護課」を「自然保護課（奄美世界自然遺産登録推進室を

含む。）」に改め，同表３の項事務の種類の欄中「法」」の次に「，自然公園法施行令（昭和

32年政令第298号）を「政令」」を加え，同項中第57号を第64号とし，第35号から第56号まで

を７号ずつ繰り下げ，同項第34号中「徴収」の次に「若しくは環境大臣への報告の経由」を加

え，「立入検査等」を「立入検査」に改め，「35①②」の次に「，政令附則⑥Ⅷ」を加え，「，

大隅地域振興局長及び大島支庁長は，第19号，第31号及び前号」を「及び大隅地域振興局長は，

第26号及び第38号」に改め，同号を同項第41号とし，同項第33号中「国定公園」を「国立公園

又は国定公園」に改め，同号を同項第40号とし，同項第32号を同項第39号とし，同項第31号中

「処理」の次に「又は環境大臣への届出の経由」を，「33①②」の次に「，政令附則⑥Ⅶ」を

加え，同号を同項第38号とし，同項中第30号を第37号とし，第25号から第29号までを７号ずつ

繰り下げ，同項第24号中「立入りの」の次に「許可並びに」を加え，「24①③④⑤⑦」を「23

③Ⅶ，24①③④⑤⑦，32」に改め，同号を同項第31号とし，同項第23号を同項第30号とし，同

項第22号中「処理」の次に「又は環境大臣への届出の経由」を，「20⑧」の次に「，政令附則

⑥Ⅶ」を加え，同号を同項第29号とし，同項第21号中「特別地域等内において」を削り，「処

理」の次に「又は環境大臣への届出の経由」を，「22⑦」の次に「，政令附則⑥Ⅶ」を加え，

同号を同項第28号とし，同項第20号中「処理」の次に「又は環境大臣への届出の経由」を，

「22⑥」の次に「，政令附則⑥Ⅶ」を加え，同号を同項第27号とし，同項第19号中「特別地域

等内」を「国立公園の特別地域（特別保護地区を除く。）及び海域公園地区内における工作物

の新築等の行為の許可若しくは環境大臣への許可の申請の経由又は特別地域等内」に，「及び」

を「若しくは」に改め，「22③⑤」の次に「，32，政令附則⑥Ⅵ」を加え，同号を同項第26号

とし，同項第18号を同項第25号とし，同項第17号中「国定公園事業」を「国立公園事業に関す

る環境大臣への報告の経由又は国定公園事業」に，「又は立入検査等」を「若しくは立入検査」

に改め，「17①」の次に「，政令附則⑥Ⅴ」を加え，同号を同項第24号とし，同項中第16号を

「
○ 大島支

第23号とし，第７号から第15号までを７号ずつ繰り下げ，同項第６号中 を
庁長

」

「

に改め，同号を同項第13号とし，同項第５号の次に次の７号を加える。

」

 国立公園事業の一 ○ ○ 大島支

部執行に係る環境大 庁長

臣への協議の申出又

は認可の申請の経由

（法10②③，政令附

則⑥ⅠⅡ）

 国立公園事業者の ○ ○ 大島支

氏名等の変更に係る 庁長

環境大臣への協議の

申出又は認可の申請

の経由（法10⑥，政

令附則⑥ⅠⅡ）

 国立公園事業に係 ○ ○ 大島支

る軽微な変更の環境 庁長

大臣への届出の経由
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（法10⑨，政令附則

⑥Ⅲ）

 国立公園事業者で ○ ○ 大島支

ある法人の合併又は 庁長

分割による承継に係

る環境大臣への協議

の申出又は承認の申

請の経由（法12①，

政令附則⑥Ⅳ）

 国立公園事業者の ○ ○ 大島支

死亡による場合にお 庁長

ける地位の承継の環

境大臣への承認の申

請の経由（法12②，

政令附則⑥Ⅳ）

 国立公園事業の休 ○ ○ 大島支

止又は廃止の環境大 庁長

臣への届出の経由

（法13，政令附則⑥

Ⅲ）

 国立公園事業の認 ○ ○ 大島支

可の失効の環境大臣 庁長

への届出の経由（法

14②，政令附則⑥Ⅲ）

別表第６自然保護課の表に次の１項を加える。

８ 奄美の  奄美の世 〇

世界自然 界自然遺産

遺産登録 登録に関す

の推進に る重要な行

関する事 政上の措置

務 の決定

 奄美の世 〇

界自然遺産

登録に関す

る各部間の

総合調整

 奄美の世 〇

界自然遺産

登録に関す

る行政上の

措置の決定

 奄美の世 〇

界自然遺産

登録に関す

る関係機関，

団体等との

連絡調整

 奄美の世 〇

界自然遺産

登録に関す
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る普及啓発

別表第６自然保護課の表注中「土石」を「，土石」に，「限り，大島支庁長は次に掲げるも

のを除く」を「限る」に改める。

別表第６環境保全課の表４の項第18号中「23③⑤」を「23②④」に改め，同項第19号中「23

④」を「23③」に改め，同項第20号中「23⑥」を「23⑤」に改め，同表に次の１項を加える。

16 特定特  特定特殊 ○

殊自動車 自動車の使

排出ガス 用者に対す

の規制等 る技術基準

に関する 適 合 命 令

法律（平 （法18①）

成17年法  技術基準 ○

律第51号。 適合命令に

以下この 係る主務大

項中「法」 臣への報告

という。） （法18②）

の施行に  特定特殊 ○

関する事 自動車を業

務 として使用

する者に対

する指導及

び助言並び

にそれらに

係る主務大

臣への報告

（法28②③）

 特定特殊 ○

自動車の使

用者からの

報告の徴収

及びその結

果の主務大

臣への報告

（法29②④）

 特定特殊 ○

自動車の使

用者に対す

る立入検査

の実施及び

その結果の

主務大臣へ

の報告（法

30②④）

別表第６保健医療福祉課の表４の項第２号中「29⑤，30の11，42の２②」を「27の２①②，

29⑥，30の11，30の12②，30の15⑥，30の16①，30の17，42の２②，42の３③」に，「57⑤」

を「58の２⑤，59の２，60の３⑤，61の３」に改め，「66②」の次に「，政令５の５の６②」

を加え，同項第14号中「措置命令（法７の２③」を「措置の命令及び命令に従わなかった場合

の公表（法７の２③⑦」に改め，同項第15号中「７の２④」の次に「，30の12①〔７の２④〕」

を加え，同項中第86号を第96号とし，第75号から第85号までを10号ずつ繰り下げ，第74号を第

81号とし，同号の次に次の３号を加える。
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 医療法人の認定実 ○

施計画の変更の認定

（政令５の５の４①）

 医療法人からの認 ○

定実施計画の変更の

届出の処理（政令５

の５の４③）

 医療法人の認定実 ○

施計画の認定の取消

し（政令５の５の６

①）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第73号を第80号とし，第69号から第72号までを７号ず

つ繰り下げ，第68号を第74号とし，同号の次に次の１号を加える。

 医療法人に対して ○

適当な措置をとるこ

とが必要であると認

めるときの当該医療

法人の主たる事務所

の所在地の都道府県

知事に対する意見の

陳述（法66の３）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第67号を第73号とし，第60号から第66号までを６号ず

つ繰り下げ，同項第59号中「又は合併」を「，合併又は分割」に，「57④」を「58の２④，59

の２，60の３④，61の３」に改め，同号を同項第65号とし，同項第58号を削り，同項第57号中

「定款・」を「定款又は」に，「50③」を「54の９⑤」に改め，同号を同項第64号とし，同項

第56号中「50①」を「54の９③」に改め，同号を同項第63号とし，同項第55号を削り，同項第

54号中「46の４⑦Ⅳ」を「46の８Ⅳ」に改め，同号を同項第61号とし，同号の次に次の１号を

加える。

 医療法人からの事 ○

業報告書等の届出の

処理及び閲覧請求の

処理（法52）

別表第６保健医療福祉課の表４の項第52号及び第53号を削り，同項第51号中「46の３①」を

「46の６①」に改め，同号を同項第60号とし，同項第50号中「46の２①」を「46の５①」に改

め，同号を同項第57号とし，同号の次に次の２号を加える。

 医療法人が病院， ○

診療所又は介護老人

保健施設を２以上開

設する場合の管理者

の一部を理事に加え

ないことについての

認可（法46の５⑥）

 医療法人の一時役 ○

員の職務を行うべき

者の選任（法46の５

の３②）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第49号を第56号とし，第48号を第55号とし，第47号を

第53号とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会医療法人の認 ○
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定を取り消された医

療法人の実施計画の

認定（法42の３）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第46号を第52号とし，第45号を第51号とし，第44号を

第46号とし，同号の次に次の４号を加える。

 報告病院等の開設 ○

者等に対する措置の

命令及び命令に従わ

なかった場合の公表

（法30の15⑥，30の

18）

 報告病院等の開設 ○

者等に対する措置の

要請及び勧告並びに

勧告に従わなかった

場合の公表（法30の

15⑦〔30の15⑥〕，

30の17，30の18）

 病床機能報告対象 ○

病院等の開設者等に

対する措置の指示及

び指示に従わなかっ

た場合の公表（法30

の16①，30の18）

 病床機能報告対象 ○

病院等の開設者等に

対する措置の要請及

び勧告並びに勧告に

従わなかった場合の

公 表 （ 法 30の 16②

〔30の16①〕，30の

17，30の18）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第43号を第45号とし，第42号を第44号とし，第41号を

第42号とし，同号の次に次の１号を加える。

 病院又は診療所の ○

病床数削減を内容と

する許可の変更のた

めの措置の要請及び

勧告並びに勧告に従

わなかった場合の公

表（法30の12〔７の

２③〕）

別表第６保健医療福祉課の表４の項中第40号を第41号とし，第32号から第39号までを１号ず

つ繰り下げ，第31号の次に次の１号を加える。

 病院又は診療所の ○

開設者等に対する許

可条件遵守の勧告及

び措置の命令並びに

命令に従わなかった

場合の公表（法27の
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２）

別表第６社会福祉課の表１の項第５号中「49②」を「50③，54の６②」に改め，同項第６号

及び第７号を次のように改める。

 社会福祉法人の定 ○

款変更の認可（法45

の36②）

 社会福祉法人等か ○

らの届出等の処理

（法45の36④，46③，

46の６④⑤，47の５，

59，62①，63①，64，

67①，68）

別表第６社会福祉課の表１の項中第26号を第28号とし，第12号から第25号までを２号ずつ繰

り下げ，同項第11号中「56④」を「56⑧」に改め，同号を同項第13号とし，同項第10号中「56

③」を「56⑦」に改め，同号を同項第12号とし，同項第９号中「対する」の次に「改善勧告に

係る」を加え，「56②」を「56⑥」に改め，同号を同項第11号とし，同項第８号を同項第９号

とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人に対 ○

する改善勧告及び勧

告に従わなかった場

合の公表（法56④⑤）

別表第６社会福祉課の表１の項第７号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人の社 ○

会福祉充実計画の承

認，変更承認，軽微

な変更の届出の処理

及び終了承認（法55

の２①，55の３①②，

55の４）

別表第６介護福祉課の表３の項第３号中「49②」を「50③，54の６②」に改め，同項第４号

及び第５号を次のように改める。

 社会福祉法人の定 ○

款変更の認可（法45

の36②）

 社会福祉法人等か ○

らの届出等の処理

（法45の36④，46③，

46の６④⑤，47の５，

59，62①，63①，64，

67①，68）

別表第６介護福祉課の表３の項中第21号を第23号とし，第10号から第20号までを２号ずつ繰

り下げ，同項第９号中「56④」を「56⑧」に改め，同号を同項第11号とし，同項第８号中「56

③」を「56⑦」に改め，同号を同項第10号とし，同項第７号中「対する」の次に「改善勧告に

係る」を加え，「56②」を「56⑥」に改め，同号を同項第９号とし，同項第６号を同項第７号

とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人に対 ○

する改善勧告及び勧

告に従わなかった場

合の公表（法56④⑤）

別表第６介護福祉課の表３の項第５号の次に次の１号を加える。
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 社会福祉法人の社 ○

会福祉充実計画の承

認，変更承認，軽微

な変更の届出の処理

及び終了承認（法55

の２①，55の３①②，

55の４）

別表第６障害福祉課の表１の項第３号中「49②」を「50③，54の６②」に改め，同項第４号

及び第５号を次のように改める。

 社会福祉法人の定 ○

款変更の認可（法45

の36②）

 社会福祉法人等か ○

らの届出等の処理

（法45の36④，46③，

46の６④⑤，47の５，

59，62①，63①，64，

67①，68）

別表第６障害福祉課の表１の項中第21号を第23号とし，第10号から第20号までを２号ずつ繰

り下げ，同項第９号中「56④」を「56⑧」に改め，同号を同項第11号とし，同項第８号中「56

③」を「56⑦」に改め，同号を同項第10号とし，同項第７号中「対する」の次に「改善勧告に

係る」を加え，「56②」を「56⑥」に改め，同号を同項第９号とし，同項第６号を同項第７号

とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人に対 ○

する改善勧告及び勧

告に従わなかった場

合の公表（法56④⑤）

別表第６障害福祉課の表１の項第５号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人の社 ○

会福祉充実計画の承

認，変更承認，軽微

な変更の届出の処理

及び終了承認（法55

の２①，55の３①②，

55の４）

別表第６子ども福祉課の表１の項第３号中「49②」を「50③，54の６②」に改め，同項第４

号及び第５号を次のように改める。

 社会福祉法人の定 ○

款変更の認可（法45

の36②）

 社会福祉法人等か ○

らの届出等の処理

（法45の36④，46③，

46の６④⑤，47の５，

59，62①，63①，64，

67①，68）

別表第６子ども福祉課の表１の項中第21号を第23号とし，第10号から第20号までを２号ずつ

繰り下げ，同項第９号中「56④」を「56⑧」に改め，同号を同項第11号とし，同項第８号中

「56③」を「56⑦」に改め，同号を同項第10号とし，同項第７号中「対する」の次に「改善勧
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告に係る」を加え，「56②」を「56⑥」に改め，同号を同項第９号とし，同項第６号を同項第

７号とし，同号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人に対 ○

する改善勧告及び勧

告に従わなかった場

合の公表（法56④⑤）

別表第６子ども福祉課の表１の項第５号の次に次の１号を加える。

 社会福祉法人の社 ○

会福祉充実計画の承

認，変更承認，軽微

な変更の届出の処理

及び終了承認（法55

の２①，55の３①②，

55の４）

別表第６子ども福祉課の表２の項第８号中「21の３①③」を「21の２〔19の20①③〕」に改

め，同項第９号中「21の４①」を「21の３①」に改め，同項第10号中「支払い」を「支払」に，

「21の４②」を「21の３②」に改め，同表５の項事務の種類の欄中「規則」」の次に「，鹿児

島県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱（平成28年６月１日制定）

を「要綱」」を加え，同項に次の２号を加える。

 対象講座の指定の ○ 地域振

可否の決定及びその 興局長

通知（要綱５③④） 支庁

長

 給付金の支給の可 ○ 地域振

否の決定及びその通 興局長

知（要綱６⑤⑥） 支庁

長

別表第６子ども福祉課の表９の項第４号中「21の３①③」を「19の20①③」に改め，同項第

５号中「21の４①」を「21の３①」に改め，同項第６号中「21の４②」を「21の３②」に改め

る。

別表第６生活衛生課の表10の項第16号を次のように改める。

 指定検査機関の指 ○

定及びそれに係る公

示（法21①，23①）

別表第６生活衛生課の表10の項第17号を削り，同項第18号中「24②③」を「23②③」に，

「 「
○ を ○ に改め，同号を同項第17号とし，同項第19号を同項第18号と

」 」

し，同号の次に次の１号を加える。

 指定検査機関の役 ○

員の選任及び解任の

認可（法26①）

別表第６生活衛生課の表10の項第20号及び第21号を次のように改める。

 指定検査機関の検 ○

査員の選任及び解任

の届出の処理（法26

②）

 指定検査機関の役 ○

員又は検査員の解任

命令（法26③）

別表第６生活衛生課の表10の項第23号及び第24号を削り，同項第22号中「29③」を「29②」
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「 「
に， ○ を ○ に改め，同号を同項第24号とし，同項第21号の次に次の

」 」

２号を加える。

 指定検査機関の業 ○

務規程の認可（変更

の認可を含む。）及

び変更命令（法28①

②）

 指定検査機関の事 ○

業計画及び収支予算

の認可（変更の認可

を含む。）（法29①）

別表第６生活衛生課の表10の項第25号を次のように改める。

 指定検査機関の食 ○

鳥検査業務に係る監

督命令（法31）

別表第６生活衛生課の表10の項中第37号を第40号とし，第26号から第36号までを３号ずつ繰

り下げ，第25号の次に次の３号を加える。

 指定検査機関の食 ○

鳥検査業務の休廃止

の許可及びそれに係

る公示（法32①③）

 指定検査機関の指 ○

定の取消し及び食鳥

検査業務の停止命令

並びにそれに係る公

示（法33）

 食鳥検査業務の全 ○

部又は一部の実施及

びそれに係る公示

（法35①②）

別表第６商工政策課の表５の項第２号中「11①Ⅱ②Ⅲ⑤⑥」を「11①Ⅱ②Ⅲ③④⑤⑥」に改

め，同項第３号から第10号までの規定中「11①Ⅳ②Ⅳ⑤⑥」を「11①Ⅳ②Ⅳ③④⑤⑥」に改め，

同項第11号中「105の２」を「105の２①」に，「11①Ⅳ②Ⅳ⑤⑥」を「11①Ⅳ②Ⅳ③④⑤⑥」

に改め，同項第12号中「93①②」を「93①」に，「11①Ⅳ③⑤⑥」を「11①Ⅳ②Ⅵ③④⑤⑥」

に改め，同項第13号中「検査等」を「検査」に，「105の４」を「105の４①」に，「11①Ⅳ⑤」

を「11①Ⅳ③⑤」に改め，同項第14号及び第15号中「11①Ⅳ②Ⅴ⑤⑥」を「11①Ⅳ②Ⅴ③④⑤

⑥」に改め，同項第16号中「11②Ⅰ⑥」を「11②Ⅰ④⑥」に改め，同項第17号中「11①Ⅴ②Ⅵ

⑤⑥」を「11①Ⅴ②Ⅶ③④⑤⑥」に改め，同項第18号中「11①Ⅴ②Ⅵ⑤⑥」を「11②Ⅶ③④⑤

⑥」に改める。

別表第６経営金融課の表６の項事務の種類の欄中「中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律」を「中小企業等経営強化法」に改め，同項第１号中「９③，10①②」を「８③，９①

②」に改め，同項第２号中「34①③」を「46①④」に改め，同項第３号中「35」を「47①」に

改め，同表に次の２項を加える。

７ 中小企  支援措置 ○

業におけ に係る認定

る経営の 及び認定書

承継の円 の交付又は

滑化に関 認定をしな

する法律 い旨の決定
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（平成20 の通知（法

年法律第 12①，政令

33号）の ２，省令７

施行に関 ④）

する事務  支援措置 ○

この項 に係る認定

中中小企 の取消し及

業におけ びその通知

る経営の （省令９①

承継の円 ②③⑥）

滑化に関  特別贈与 ○

する法律 認定中小企

を「法」， 業者等から

中小企業 の報告の確

における 認及び確認

経営の承 書 の 交 付

継の円滑 （省令12①

化に関す ③⑤⑦⑨⑩

る法律施 ⑪⑭）

行令（平  経営承継 ○

成20年政 贈与者の相

令第245 続が開始し

号 ） を た場合の確

「政令」， 認及び確認

中小企業 書の交付又

における は確認をし

経営の承 ない旨の決

継の円滑 定 の 通 知

化に関す （省令13①

る法律施 ③）

行 規 則  経営承継 ○

（平成21 贈与者の相

年経済産 続が開始し

業省令第 た場合の確

22号）を 認の取消し

「省令」 及びその通

という。 知（省令13

④⑤）

 特定後継 ○

者等に対す

る指導及び

助言（法15

①）

 指導及び ○

助言に係る

確認（変更

の確認を含

む。）及び

確認書の交

付又は確認
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をしない旨

の決定の通

知（省令16

①③，17①

②④）

 指導及び ○

助言に係る

確認の取消

し及びその

通知（省令

18①③）

８ 租税特  非上場株 ○

別措置法 式等につい

（昭和32 ての贈与税

年法律第 及び相続税

26号。以 並びに非上

下この項 場株式等の

中「法」 贈与者が死

という。） 亡した場合

の施行に の相続税の

関する事 納税猶予に

務 係る国税庁

長官等への

通知（法70

の７，70

の７の２，

70の７の４

⑯）

 非上場株 ○

式等につい

ての贈与税

及び相続税

並びに非上

場株式等の

贈与者が死

亡した場合

の相続税の

納税猶予に

係る税務署

長からの通

知 の 処 理

（法70の７

，70の７

の２，70

の７の４⑰）

別表第６産業立地課の表１の項事務の種類の欄中「中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律（」を「中小企業等経営強化法（」に，「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法

律を」を「中小企業等経営強化法を」に，「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施

行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改め，同項第４号中「８」を「７」に改め，

同項第６号中「28①⑤」を「37①⑤」に改め，同項第７号中「28④⑤」を「37④⑤」に改め，
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同項第８号中「29①，30②」を「38①，39②」に改め，同項第９号中「29②」を「38②」に改

め，同項第10号中「29④⑥，30③」を「38④⑥，39③」に改め，同項第11号中「30②」を「39

②」に改め，同表中10の項を削り，11の項を10の項とし，12の項を11の項とし，13の項を12の

項とする。

別表第６漁港漁場課の表中７の項を８の項とし，６の項を７の項とし，５の項の次に次の１

項を加える。

６ 災害対  災害時に ○

策基本法 おける車両

（昭和36 の移動等の

年法律第 命令に係る

223号） 道路の区間

の施行に の 指 定 等

関する事 （法76の６

務 ①②，政令

この項 33の３①）

中災害対  災害時に ○ 地域振

策基本法 おける車両 興局長

を「法」， の移動等の （姶良

災害対策 命令及び自 ・伊佐

基本法施 ら行う措置 地域振

行令（昭 の 決 定 等 興局長

和37年政 （法76の６ を 除

令第288 ①③） く。）

号 ） を 支庁

「政令」 長

という。  災害時に ○ 地域振

おける他人 興局長

の土地の一 （姶良

時 使 用 等 ・伊佐

（法76の６ 地域振

④） 興局長

を 除

く。）

支庁

長

 車両その ○

他の物件の

破損又は他

人の土地の

一時使用等

に係る損失

補償の決定

（法82①）

別表第６かごしまＰＲ課の表から国際交流課の表までを削る。

別表第６農村振興課の表５の項第１号を削り，同項第２号中「（農地の転用面積が２ヘクタ

ール以下のもの）」を削り，同号を同項第１号とし，同項第３号を同項第２号とし，同項第４

「 「
号中「の許可」を削り， ○ を ○ に改め，同号を同項第３号

」 」

とし，同項第５号を削り，同項第６号中「（農地の転用面積が２ヘクタール以下のもの）」を

削り，同号を同項第４号とし，同項第７号を削り，同項第８号中「（農地の転用面積が２ヘク
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タール以下のもの）」を削り，同号を同項第５号とし，同項第９号を削り，同項第10号中

「（農地の転用面積が２ヘクタール以下のもの）」を削り，同号を同項第６号とし，同項第11

号中「23Ⅱ」を「16Ⅱ」に改め，同号を同項第７号とし，同項第12号中「24」を「17」に改め，

同号を同項第８号とし，同項中第13号を第９号とし，第14号から第21号までを４号ずつ繰り上

げ，第22号を削り，第23号を第18号とし，第24号を第19号とし，同項第25号中「38」を「31」

に改め，同号を同項第20号とし，同項中第26号を第21号とし，第27号を第22号とする。

別表第６農業経済課の表９の項事務の種類の欄中「農家負担軽減支援特別資金及び」を削り，

同表13の項第16号中「仮理事」を「一時理事若しくは監事の職務を行うべき者」に改め，同項

第31号中「清算結了届出」を「清算結了の届出」に，「，73の10」を「〔64の２，64の③〕，

73の10，80〔73の10〕」に改め，同項第32号中「理事が」を「法人の理事が」に，「仮理事」

を「一時理事の職務を行うべき者」に改め，同項中第55号を第57号とし，第54号を第56号とし，

第53号を第55号とし，同項第52号中「97の２ＸⅡ」を「97ＸⅡ」に改め，同号を同項第54号と

し，同項中第51号を第53号とし，第50号を第52号とし，第49号を第51号とし，同項第48号中

「農事組合法人」を「法人」に改め，同号を同項第50号とし，同項中第47号を第49号とし，第

33号から第46号までを２号ずつ繰り下げ，第32号の次に次の２号を加える。

 法人の監事からの ○ 地域振

報告の処理（法72の 興局長

24Ⅲ） 支庁

長

 法人の清算等に関 ○ 地域振

する裁判所への意見 興局長

の申述及び報告（法 支庁

72の43③④） 長

別表第６農業経済課の表中14の項を削り，15の項を14の項とし，16の項を15の項とする。

別表第６河川課の表４の項第２号中「７①④⑤⑥」を「７①⑤⑥⑦」に改め，同項第５号中

「13の２」を「13の４」に改め，同項第７号中「水位情報通知に係る河川等の指定等」を「洪

水に係る水位情報通知に係る河川の指定及び洪水特別警戒水位の決定」に改め，同項中第21号

を第22号とし，第10号から第20号までを１号ずつ繰り下げ，同項第９号中「浸水想定区域」を

「洪水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域」に改め，「14」の次に「，14の３」を加え，同号

を同項第10号とし，同項第８号中「水位情報」を「洪水及び高潮に係る水位情報」に，「13の

２」を「13の３，13の４」に改め，同号を同項第９号とし，同項第７号の次に次の１号を加え

る。

 高潮に係る水位情 ○

報通知に係る海岸の

指定及び高潮特別警

戒水位の決定（法13

の３）

別表第６港湾空港課の表１の項第10号中「37の３①②」を「37の11①②」に改め，同項第35

号中「37の３②」を「37の11②」に改め，同表中13の項を削り，12の項を13の項とし，５の項

から11の項までを１項ずつ繰り下げ，４の項の次に次の１項を加える。

５ 災害対  災害時に ○

策基本法 おける車両

（昭和36 の移動等の

年法律第 命令に係る

223号） 道路の区間

の施行に の 指 定 等

関する事 （法76の６

務 ①②，政令

この項 33の３①）

中災害対  災害時に ○ 地域振
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策基本法 おける車両 興局長

を「法」， の移動等の 支庁

災害対策 命令及び自 長

基本法施 ら行う措置

行令（昭 の 決 定 等

和37年政 （法76の６

令第288 ①③）

号 ） を  災害時に ○ 地域振

「政令」 おける他人 興局長

という。 の土地の一 支庁

時 使 用 等 長

（法76の６

④）

 車両その ○

他の物件の

破損又は他

人の土地の

一時使用等

に係る損失

補償の決定

（法82①）

別表第６建築課の表中12の項を削り，13の項を12の項とし，14の項から17の項までを１項ず

つ繰り上げ，同表18の項事務の種類の欄を次のように改める。

18 建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る 法 律

（平成27

年法律第

53号）の

施行に関

する事務

この項

中建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律を

「法」，

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律施行

規則（平

成28年国
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土交通省

令第５号）

を「省令」

という。

別表第６建築課の表18の項中第８号を第20号とし，第１号から第７号までを12号ずつ繰り下

げ，同項に第１号から第12号までとして次の12号を加える。

 建築主等に対する ○ ○ 地域振

建築物に係る指導及 興局長

び助言（法８） 支庁

長

 建築主に対する建 ○ ○ 地域振

築物エネルギー消費 興局長

性能適合性判定及び 支庁

結果の通知（法12① 長

②③④⑤）

 国等の機関の長に ○ ○ 地域振

対する建築物エネル 興局長

ギー消費性能適合性 支庁

判定及び結果の通知 長

（法13②③④⑤⑥）

 建築主に対する特 ○ ○ 地域振

定建築物に係る基準 興局長

適合命令（法14①） 支庁

長

 国等の機関の長に ○ ○ 地域振

対する特定建築物に 興局長

係る基準適合要請 支庁

（法14②） 長

 建築物エネルギー ○

消費性能適合性判定

の委任及びそれに係

る公示（法15①，省

令８，９）

 建築物エネルギー ○ ○ 地域振

消費性能確保計画の 興局長

提出者に対する提出 支庁

に係る計画に係る指 長

示及び命令（法16①

②）

 国等の機関の長に ○ ○ 地域振

対する通知に係る計 興局長

画に係る協議の要求 支庁

（法16③） 長

 特定建築物に係る ○ ○ 地域振

報告の徴収及び立入 興局長

検査（法17①） 支庁

長

 建築主からの建築 ○ ○ 地域振

物の建築に関する届 興局長

出の処理並びに届出 支庁
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に係る計画に係る指 長

示及び命令（法19，

法附則３②③④）

 国等の機関の長か ○ ○ 地域振

らの建築物の建築に 興局長

関する通知の処理及 支庁

び通知に係る計画に 長

係る協議の要求（法

20②③，法附則３⑦

⑧）

 建築物に係る報告 ○ ○ 地域振

の徴収及び立入検査 興局長

（法21①，法附則３ 支庁

⑨） 長

別表第６建築課の表18の項に次の１号を加え，同項を同表17の項とする。

 建築物エネルギー ○ ○ 地域振

消費性能確保計画の 興局長

軽微な変更に関する 支庁

証明書の交付（省令 長

11，29）

別表第６危機管理防災課の表１の項第４号中「変更」の次に「に関する協議」を加え，同項

第16号中「公衆電気通信設備等」を「電気通信設備等」に改め，「57」の次に「，61の３」を

加え，同項中第37号を第44号とし，第36号を第43号とし，同項第35号中「36の２②」を「36の

３②」に改め，同号を同項第42号とし，同項第34号中「36の２①」を「36の３①」に改め，同

号を同項第41号とし，同項第33号中「届出」の次に「並びに議会への報告」を加え，「28③，

「 「
31③」を「28③④，31③④」に， ○ を ○ に改め，同号を同項第40号

」 」

とし，同項第32号中「86の７②」を「86の16②」に改め，同号を同項第36号とし，同号の次に

次の３号を加える。

 避難の指示等の措 ○

置の代行に係る事務

の市町村長への引継

ぎ（政令23の２①）

 市町村長に対する ○

事務の代行の終了及

び代行した避難の指

示等の措置の通知

（政令23の２②）

 災害時における事 ○

務の委託に関する協

議（政令28①②，31

①②）

別表第６危機管理防災課の表１の項第31号中「86の７①，86の９」を「86の16①，86の18」

に改め，同号を同項第35号とし，同項第30号中「86の６」を「86の12」に改め，同号を同項第

32号とし，同号の次に次の２号を加える。

 指定公共機関等へ ○

の被災者の運送の要

請等（法86の14）

 安否情報の提供等 ○

（法86の15①③④）
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別表第６危機管理防災課の表１の項第29号中「86の４①②」を「86の10①②」に改め，同号

を同項第31号とし，同項第28号中「86の３②③④⑧⑨⑫⑬，86の５」を「86の９②③④⑧⑨⑫

⑬，86の11」に改め，同号を同項第30号とし，同項中第27号を第29号とし，第23号から第26号

までを２号ずつ繰り下げ，同項第22号中「都道府県知事等」の次に「又は指定行政機関の長等」

を，「要求」の次に「等」を，「74①」の次に「，74の３」を加え，同号を同項第24号とし，

同項中第21号を第23号とし，第17号から第20号までを２号ずつ繰り下げ，同項第16号の次に次

の２号を加える。

 災害発生時におけ ○

る市町村の事務であ

る避難の指示等の措

置の全部又は一部の

代行及びその旨の公

示（法60⑥⑦）

 避難の指示等の措 ○

置に関する市町村へ

の助言（法61の２）

別表第６危機管理防災課の表５の項中第42号を第47号とし，第10号から第41号までを５号ず

つ繰り下げ，第９号の次に次の５号を加える。

 県の国民の保護に ○

関する計画の作成に

係る他の都道府県知

事の意見の聴取及び

内閣総理大臣との協

議（法34④⑤）

 県の国民の保護に ○

関する計画の作成に

係る議会への報告，

市町村長等への通知

及び公表（法34⑥）

 県の国民の保護に ○

関する計画の作成に

係る関係指定行政機

関の長等に対する協

力の要求（法34⑦

〔33⑥〕）

 県の国民の保護に ○

関する計画の変更

（軽微なものを除

く。）（法34③④⑤

⑥⑦⑧）

 県の国民の保護に ○

関する計画の変更

（軽微なものに限

る。）（法34③④⑥

⑦⑧）

別表第６危機管理防災課の表に次の１項を加える。

７ 地震防 地震防災緊 ○

災対策特 急事業五箇年

別措置法 計 画 の 作 成

（平成７ （ 変 更 を 含
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年法律第 む。）並びに

111号。 それに係る関

以下この 係市町村長の

項中「法」 意見の聴取及

という。） び内閣総理大

の施行に 臣 と の 協 議

関する事 （法２）

務

附 則

この規則は，平成29年４月１日から施行する。


